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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
長
尾
秀
樹
君
提
出
有
償
援
助
（
Ｆ
Ｍ
Ｓ
）
に
よ
る
防
衛
装
備
品
等
の
調
達
に
お
け
る
手
数
料
の
減
免
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
三
に
つ
い
て 

 
 

米
国
政
府
に
お
い
て
は
、
同
国
の
武
器
輸
出
管
理
法
に
基
づ
き
、
北
大
西
洋
条
約
機
構
加
盟
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
日
本
国
、
大
韓
民
国
又
は
イ
ス
ラ
エ
ル
国
の
政
府
と
の
間
で
、
相
互
に
無
償
で
契
約
管
理
、
品
質
保

証
・
検
査
等
に
係
る
役
務
（
以
下
「
契
約
管
理
等
役
務
」
と
い
う
。
）
を
提
供
す
る
旨
の
互
恵
的
な
合
意
（
以
下
「
互
恵
的

合
意
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
米
国
の
有
償
援
助
に
よ
る
調
達
（
以
下
「
Ｆ
Ｍ
Ｓ
調
達
」
と
い
う
。
）
に
お
け

る
契
約
管
理
等
役
務
に
係
る
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
同
国
政
府
に
支
払
う
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
制
度
を
設
け
て

い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

 
 

防
衛
省
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
互
恵
的
合
意
を
行
っ
て
き
て
い
な
い
理
由
は
、
会
計
検
査
院
が
令
和
元
年
十
月
十
八
日
に
参

議
院
に
報
告
し
た
「
有
償
援
助
（
Ｆ
Ｍ
Ｓ
）
に
よ
る
防
衛
装
備
品
等
の
調
達
に
関
す
る
会
計
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
」
に
記

載
さ
れ
て
い
る
御
指
摘
の
三
つ
の
理
由
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
現
在
、
同
省
に
お
い
て
は
、
当
該
会
計
検
査
の
結
果
も
踏
ま

え
、
互
恵
的
合
意
を
行
う
に
当
た
っ
て
の
前
提
を
我
が
国
が
満
た
し
て
い
る
か
、
互
恵
的
合
意
を
行
う
こ
と
が
我
が
国
の
利



 

２ 

 

益
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
等
の
観
点
か
ら
、
互
恵
的
合
意
を
行
う
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

米
国
政
府
に
お
い
て
は
、
一
及
び
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
制
度
上
、
互
恵
的
合
意
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
効
果
が
生
ず

る
日
以
降
に
新
た
に
締
結
さ
れ
た
Ｆ
Ｍ
Ｓ
調
達
に
係
る
引
合
受
諾
書
に
つ
い
て
の
み
当
該
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 


